
 

 

令和４年４月２０日 
 

公募内容に関する質問及び回答について 

閑散期におけるスポーツ合宿誘致検証委託業務に係る質問事項について、次のとおり回答します。 

 

番号 受付日 
募集要領または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

１ 

 

 

 

4月 19日 

募集要領 P３ ⑧業務実施体制【様式４】⑨過去5年以内の類

似・関連業務実績【様式５】については、ＰＤ

Ｆ化したものをパワーポイント横版に貼り付け

る形式での提出でも可能でしょうか。 

Ａ：指定の様式での提出をお願いします。 

２ 

 

 

 

4月 19日 

 

 

 

 

 

 

募集要領【Ｐ２～Ｐ３】 ５提出書類及び規格提案書の作成等（１）提出

書類④納税証明書（国税、県税、市町村税分）

ですが、４月に社長が変わり現在、関係局への

申請中です。いつ承認されるか未定であり、前

社長のものが最新となっております。そちらで

提出しても宜しいでしょうか。 

Ａ：前社長のものでお願いします。 

なお、社長変更を行っていることが分かる書類の写しを

添付してください。 

 ３ 

 

 

 

4月 19日 

仕様書 P１ 業務名にもあります「閑散期」につきましては、

１２月～２月の３ヶ月間という理解でよいでし

ょうか。 

 

Ａ：今回の「閑散期」の定義については、11月～3月迄

を想定しております。 



 

 

 ４ 

 

 

 

4月 19日 

仕様書 Ｐ1 スポーツ合宿誘致対象はプロ・アマチュアのど

ちらを主に想定されておりますでしょうか 

Ａ：プロ・アマ問わず調査対象としております。 

 ５ 

 

 

4月 19日 

仕様書 P3 「下地島空港を活用した本市へのスポーツ合宿誘致

の可能性について検討する」というのは、就航路線

を活用するという意味でよろしいでしょうか。 

Ａ：本市には、「宮古空港」「下地島空港」の 2ヶ所の空

港があることから、両空港に就航している路線を活用し

た、合宿誘致の可能性についての調査を対象としており

ます。 

 ６ 

 

 

 

4月 19日 

仕様書 Ｐ3 「新たな国際線誘致に係る取組」について、既に進

んでおりましたら内容がわかる資料などいただくこ

とは可能でしょうか？ 

Ａ：本市には、コロナ前までは、下地島空港に国際線が

就航していた経緯もあることから、コロナ収束後は復活

する可能性もあり、今後の国際線の就航を見据えたスポ

ーツ合宿誘致の国際的展開の可能性についての基礎調

査を対象としております。なお、これまで国際線に係る

スポーツ合宿誘致の取組は行っておりません。 

 ７ 

 

 

 

4月 19日 

募集要領Ｐ１ 

３応募資格 

応募資格について要件を満たしている法人からなる

共同企業体（ＪＶ）による応募は問題ないでしょう

か。 

Ａ：今回業務については、ＪＶによる応募は受け付けて

おりませんので単独申請でお願いします。業務を再委託

する場合は業務実施体制（様式４）に再委託先、内容を

記入ください。 

P３の⑩経費見積書において、必要経費としてウその他

において再委託費、外注費などについては認めておりま

す。 



 

 

 ８ 

 

 

 

4月 19日 

募集要領Ｐ2～Ｐ3 

５ 提出書類及び規格提

案書の作成等 

上記が可能な場合、①～⑤のうち構成企業の提出が

必要となる書類はどの種類となりますでしょうか。 

Ａ：上記のとおりＪＶについては、申請を受け付けてお

りません。 

 ９ 

 

 

 

 ４月 19日 

仕様書 Ｐ2 

５ 業務内容①１） 

各種スポーツによるスポーツ合宿ニーズ調査につい

て、貴市が特に強化を希望する競技種目または既に

連携されている競技団体等はございますでしょう

か。差し支えない程度でご教示いただきたく存じま

す。 

Ａ：本市の合宿誘致については、これまで、個人的なネ

ットワークで誘致活動が行われており競技に偏りがあ

ることから、今回の業務において本格的な合宿を行う競

技者側のニーズ調査や本市の受入可能な競技調査を行

い官民一体となった誘致活動を展開していきたいと考

えております。その様なことから特に強化を希望する競

技種目や既に連携されている競技団体等はございませ

ん。 

１０ 

 

 

  

４月 19日 

仕様書 Ｐ2 

５ 業務内容①１） 

各種スポーツによるスポーツ合宿ニーズ調査につい

て貴市にて指定または、特に希望する対象者の属性

（プロ・実業団・大学・高校・Ｊｒ等）はございま

すでしょうか。 

Ａ：本業務は、各種スポーツにおけるスポーツ合宿ニー

ズ調査に関る業務となっており、市として、特に限定す

るものではありません。 



 

 

１１ 

  

 

 

 

４月 19日 

仕様書 Ｐ2 

５  業務内容①２） 

モニターツアーにかかる経費について、対象になら

ない経費はございますでしょうか。 

Ａ：モニターツアーに係る経費については、旅費・宿泊

費の一部助成を想定しております。 

対象外の経費については、報酬費や食料費、消耗費等は

対象にならないと考えております。 

１２ 

  

 

 

 

４月 19日 

仕様書 Ｐ2 

５ 業務内容②１）・２） 

スポーツ合宿実現可能性に関する調査において、貴

市が設立するスポーツコンベンション推進協議会と

の連携を図りながら情報提供をいただいたり、調査

を進めさせていただくことは可能でしょうか。 

Ａ：業務に係る情報提供や本市の各種団体等への協力依

頼については、可能な限り協力いたします。 

１３ 

 

 

 

 

４月 19日 

仕様書 Ｐ2 

５ 業務内容③ 

国際的な展開に関する業務について、貴市にて指定

または、特に希望する国や地域などはございますで

しょうか。 

Ａ：国や地域の指定は特に考えておりませんが、下地島

空港への国際線就航を見据えた調査をお願いいたしま

す。 

 


